
別 紙 

 

導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

 

神戸町の人口は令和 5 年 3 月現在 18,548 人で、平成 17 年以降減少しており、

令和 22年には 14,321人まで減少すると見込まれている。年齢 3区分別人口の割

合は 0 歳から 14 歳が 10.9%、15 歳から 64歳が 56.1%、65 歳以上が 33.0%と少

子高齢化が進行している。 

   産業構造は第 2次産業が 60%、第 3次産業が 38%を占めており、産業別の従業

者数は製造業が 55.3%と最も多くを占める。次いで卸売り・小売業が 12.7%と多

い。神戸町の基幹産業である製造業でみると、工業所数は減少傾向にあるが、一

方従業者数・出荷額等は概ね横ばいで推移しており、事業所当たりでは従業者数・

出荷額等は増加傾向にあることから、大企業と比較して少子高齢化による人手不

足や、働き方改革への対応等の厳しい事業環境により、中小企業者の減少が進ん

でいると考えられる。中小企業者の減少は他の産業でも同様と想定される。 

 

（２）目標 

 

 神戸町では、中小企業等経営強化法第 49 条第 1 項の規定に基づく導入促進基

本計画を策定し、中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、労働生産性の向

上を図り、中小企業者の事業基盤を強固にするため、導入促進基本計画期間中に

3件以上の先端設備等導入計画の認定を目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

   

 先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（※1）が基準年度（※2）比

で年平均 3％以上向上することを目標とする。 

 

※1 労働生産性：営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量（労働者数又は労

働者数×１人当たり年間就業時間）で除したもの 

※2基準年度：直近の事業年度末 

 

 

 

 



２ 先端設備等の種類 

   

 神戸町の産業は、製造業、サービス業が中心であるが、農林水産業においても

バラや小松菜は県内有数の産地となっているなど、多様な産業が神戸町の経済、

雇用を支えている。ゆえに、これら多様な産業で広く事業者の生産性向上を実現

する必要がある。したがって、多様な産業の多様な設備投資を支援する観点から、

本計画において対象とする設備は、中小企業等経営強化法施行規則第 7条第 1項

に定める先端設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

 

 神戸町は町内全域が肥沃な平坦地で、地下水が豊富など多様な産業の適地であ

り、町内広域に様々な産業が立地している。中小企業者による幅広い生産性向上

に係る取組を実現するため、本計画の対象区域は、神戸町の行政区域全域とする。 

  

（２）対象業種・事業 

   

    神戸町の産業は、製造業、サービス業が中心であるが、農林水産業においても、

バラや小松菜は県内有数の産地となっているなど、多様な産業が神戸町の経済、

雇用を支えている。ゆえに、これら多様な産業で広く事業者の生産性向上を実現

する必要がある。したがって、本計画において対象とする業種は、全業種とする。 

    生産性向上に向けた事業者の取組は、新商品の開発、自動化の推進、IT導入に

よる業務効率化、省エネの推進等、多様である。したがって本計画においては、

労働生産性が年率 3％以上に資すると見込まれる事業であれば、幅広い事業を対

象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

 

導入促進基本計画の計画期間は国が同意した日から 2年間（令和 5年 4月 1日

～令和 7年 3月 31日）とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 

先端設備等導入計画の計画期間は 3年間、4年間又は 5年間とする。 

 

 

 



 

５ 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項 

（１）雇用への配慮 

 

人員削減を目的とした取組を計画認定の対象としない等、雇用の安定に配慮

する。 

 

（２）健全な地域経済の発展への配慮 

    

公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについて

は先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮

する。 

 

 

（備考） 

  用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とする。 

 


